
 

港

区

告

示

第

五

十

三

号 

 
マ

ン

シ

ョ

ン

の

建

替

え

等

の

円

滑

化

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

四

年

法

律

第

七

十

八

号

）

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

セ

ン

ト

ラ

ル

三

田

ハ

イ

ツ

マ

ン

シ

ョ

ン

建

替

組

合

の

設

立

を

認

可

し

た

の

で

、

同

法

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

次

の

よ

う

に

告

示

し

ま

す

。 

 

令

和

八

年

二

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
記 

 

一 

組

合

の

名

称 
 

セ

ン

ト

ラ

ル

三

田

ハ

イ

ツ

マ

ン

シ

ョ

ン

建

替

組

合 

二 

施

行

マ

ン

シ

ョ

ン

の

名

称

及

び

そ

の

敷

地

の

区

域 

㈠  

名

称 
 

 
 

 

セ

ン

ト

ラ

ル

三

田

ハ

イ

ツ 

㈡  

敷

地

の

区

域 
 

東

京

都

港

区

芝

五

丁

目

二

番

三

百

九

十

一 

 



 

三 

施

行

再

建

マ

ン

シ

ョ

ン

の

敷

地

の

区

域 

東

京

都

港

区

芝

五

丁

目

二

番

三

百

九

十

一 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 
事

業

施

行

期

間 
 

令

和

八

年

二

月

二

十

七

日

か

ら

令

和

十

二

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

五 

事

務

所

の

所

在

地 
 

東

京

都

港

区

芝

四

丁

目

二

番

三

号

Ｎ

Ｍ

Ｆ

芝

ビ

ル

四

階 

六 

設

立

認

可

の

年

月

日 
 

令

和

八

年

二

月

二

十

七

日 

七 

事

業

年

度 
 

毎

年

四

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 

八 

公

告

の

方

法 
 

事

務

所

の

掲

示

板

に

掲

示

し

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

き

は

官

報

又

は

公

報

に

掲

載

し

て

行

う

。

 

九 

権

利

変

換

又

は

借

家

権

の

取

得

を

希

望

し

な

い

旨

の

申

出

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

期

限

 

令

和

八

年

三

月

二

十

八

日

 


